
満足

41%

やや満足

44%

やや不満

12%

不満

0%
無回答

3%

 

自治会町内会向けデジタルツール展示・相談会実施報告について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  市内３か所、118団体の参加をいただき、自治会町内会活動におけるデジタルツールの

活用（回覧板や会費集金等のデジタル化）に関するデジタルツール展示・相談会を実施し

ました。当日の資料や各事業者の発表等の動画を市 Webページに公開をしましたので、お

知らせいたします。 

 

２ お願いしたいこと 

  【区 連 長】ご承知おきください。 

  【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

  【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 実施状況の報告 

（１）参加団体等 

   118団体（参加者数 168人）、連携事業者 15者 

（２）アンケート結果（回収数 147）  

   ・展示・相談会の満足度  

    85％の方が「満足」「やや満足」にご回答 

    いただきました。 

   ・主なご意見 

    ・複数の企業からまとめて話が聞けて良かった。 

    ・それぞれの特徴はだいたい理解できた。運用 

方法や費用が様々なので、自分たちに合った 

ものを探したい。 

    ・デジタルと紙の二重管理が必要と思う。 

 

４ 当日の資料・動画等 

市民局 Webページにて、公開をしています。 

併せて、自治会町内会向けに、デジタルツール（例：スマートフォンや LINEなど）に 

関する講習会をしていただける活動団体（費用負担が生じる場合あり）の情報等、 

デジタル化に役立つ情報も掲載しています。ぜひご覧ください。 

    

 

 

 

書類番号 12 

区連会３月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ３ 月 1 8 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

▲事業者ブースで説明を受ける
自治会町内会の様子 

横浜市 自治会町内会 DX 検索 

▲自治会町内会 DX応援事業 Webページ 

▲展示・相談会の満足度（アンケート結果） 

市民局地域支援部地域活動推進課 
担当 松永、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
Eメール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

回答数 147 



 

 

自治会町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.3」の公開について【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

令和６年 11 月にウェブ公開した「自治会町内会のための講習会」の内容を中心にまとめた、自治会

町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.3」を作成し、ホームページに公開しました。 

ICT を活用した負担軽減等の活動事例を紹介していますので、自治会町内会活動のデジタル化推進

をご検討の際にご活用ください。 

 

２ お願いしたいこと 

 【区 連 長】ご承知おきください。 

 【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 内容 

（１）自治会町内会の現状（組織数や加入率など） 

（２）事例紹介 

事例１ 保土ケ谷区 坂本町内会 

「自治会 DX の実現に向けて」（LINE を活用した情報伝達） 

 

事例２ 瀬谷区 本郷第一自治会 

「回覧文書の電子化」 

（「いちのいち」アプリを活用した回覧、ポスターの電子配布） 

 

 事例３ 南区 弘明寺公園自治会 

    「キャッスレス決済導入で集金の負担を軽減」 

（「エンペイ」を利用した会費集金） 

（３）自治会町内会活動への補助制度（主な補助制度を掲載） 

 

４ 公開先 URL 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html 

 

 

 

５ その他 

  データ掲載のみとなりますので、冊子が必要な場合は、お手数ですが、上記ホームページからデータ

をダウンロードの上、印刷いただくようお願いいたします。 

事例１、２については、発表動画を上記ホームページから視聴できますので、ぜひご覧ください。 

 【担当】横浜市市民局地域活動推進課 川口、笹尾 

    電話：671－2317 

Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 

書類番号 11 

区連会３月定例会資料 
令 和 ７ 年 ３ 月 1 8 日 
市民局地域活動推進課 

＜新規事例紹介＞ 

横浜市 自治会町内会への加入促進 検索 

←二次元コード 



 

 

令和７年３月 18 日 

 

 自治会町内会長 様 

 

南区青少年指導員協議会 

会 長  山 﨑 直 宏 

 

 

南区青少年指導員協議会広報紙 

「みなみ青指だより 69 号」の回覧について（依頼） 

 

 

 時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から、当協議会の活動について、多大な御理解と御協力をいただき、厚

くお礼申し上げます。 

 さて、このたび、広報紙「みなみ青指だより 69 号」を発行いたしました。 

つきましては、当協議会の活動について皆様に御周知いただきたく、御回覧

くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

（送付書類・部数） 

みなみ青指だより 69 号 回覧用（班数分） 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】南区青少年指導員協議会事務局 

南区役所地域振興課 

担当 古尾谷・今井 

TEL 341-1238 ･ FAX 341-1240 

 

書類 

番号 
13 











 

 

令和７年３月 18 日 

 

 自治会町内会長 様 

 

南区青少年指導員協議会 

会 長  山 﨑 直 宏 

 

 

南区・御殿場ふれあいキャンプ 2025 

参加募集チラシの掲示について（依頼） 

 

 

 時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から、当協議会の活動について、多大な御理解と御協力をいただき、厚

くお礼申し上げます。 

 さて、このたび、大自然の中での異年齢間交流を行う「南区・御殿場ふれあ

いキャンプ 2025」を実施いたします。 

つきましては、広く周知したく、ポスターの掲示をお願いいたします。 

 

 

 

（送付書類・部数） 

南区ふれあいキャンプ 2025 参加募集チラシ（掲示板数分） 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】南区青少年指導員協議会事務局 

（南区役所地域振興課内） 

担当 古尾谷・今井 

TEL 341-1238 ･ FAX 341-1240 

 

書類 

番号 
14 



⽇ 程 令和７年７⽉１９⽇（⼟）〜２０⽇（⽇） １泊２⽇ 
場 所 国⽴中央⻘少年交流の家、⽔と緑の杜公園ほか（静岡県御殿場市） 
対 象 区内在住・在学の⼩学３年⽣〜中学⽣ 

（令和７年７⽉５⽇（⼟）に開催する参加者説明会に参加できる⼈） 
定 員 先着８０⼈ 
参 加 費 １３，０００円（交通費、⾷費、保険料を含む） 
申込⽅法 横浜市電⼦申請から申込み（ＱＲコード：申込フォーム） 

※⼀緒に参加するきょうだい、友達がいる場合には、代表者がまとめ
てお申し込みください

申込期間 令和７年４⽉ 11 ⽇（⾦）９時〜令和７年５⽉９⽇（⾦） 必着 
※ 注 意 事 項  原則、参加費の返⾦はできません

（詳細は申し込みフォームをご確認ください） 
問合せ先 南区⻘少年指導員協議会事務局 

（南区地域振興課区⺠活動推進係内） 
電 話：０４５―３４１―１２３８ 
メール：mn-fureai@city.yokohama.lg.jp

カレー作り キャンプファイヤー

申込
フォーム

主催 南区⻘少年指導員協議会 ／ 共催 南区役所

南区区連会承認番号第 50 号 掲示期間：令和７年５月９日まで 



令和 ７ 年度

〇〇地区懇談会

日時

令和７年５月 日（ ）
○○:○○～

・議題は当日までに変わる場合があり
ます。

・参加人数を制限させていただく場合
があります。

・参加方法等についてはお住まいの
自治会町内会までお問合せください。

主 催：〇〇地区連合町内会

各地区の開催に
ついてはこちら

地域の皆さまが
地域の身近な課題を共有し

意見交換する場

昨年度の様子

見本

議題

〇〇の現状と今後について
会場

〇〇センター
（南区〇〇町3ー1－5）

事務局
南区地域振興課地域力推進担当
☎ 341-1239

書類
番号 １５



 

 

 

道路の補修、ガードレール等の  

道路設備や公園・下水道に関すること  

南土木事務所  

TEL: ３４１－１１０６  

 

 

 

防犯灯（電柱の LED 灯）に  

関すること  

市民局地域防犯支援課  

TEL: ６７１－３７０９  

 

 

 

地震・風水害等（がけを含む）の  

防災対策に関すること  

南区役所総務課防災担当  

TEL: ３４１－１２２５  

 

 

 

交通安全、防犯・生活安全など  
神奈川県南警察署  

TEL: ７４２－０１１０  

 

 

 

火災予防、消防訓練など  
消防局南消防署  

TEL: ２５３－０１１９  

 

 

 ごみ収集場所・街の美化など  

 
資源循環局南事務所  
TEL: ７４１－３０７７  
 
南区役所地域振興課  
資源化推進担当  
TEL: ３４１－１２３６  

 

年間を通してご相談を受け付けています！ 
 

防犯灯や道路設備の補修など、特定箇所の懸案事項については、 

直接担当部署にご相談ください。 

 ◆◇ 主な連絡先 ◇◆  

連絡先がご不明の場合は、横浜市コールセンター（TEL: 664-2525）
または南区役所地域力推進担当(TEL: 341-1239)にお気軽にお尋ねください。



（令和６年度保健活動推進員会全体研修会）

第 17 号
発行日　2025 年 3 月
発　行　南区保健活動推進員会
住　所　南区浦舟町 2－33
電　話　045ー 341ー 1185

発行日　2025 年 3 月
発　行　南区保健活動推進員会
住　所　南区浦舟町 2－33
電　話　045ー 341ー 1185

保健活動推進員だより保健活動推進員だより

保 健活 動推進員（通称：ほかつ）とは?
南区保健活動推進員会では、健康寿命延伸を目指して、各地区でウォー
キング活動や体力測定、健（検）診の啓発、歯科口腔・フレイル予防など
さまざまな健康づくり活動を行っています。

　令和６年１２月２日、「日常の運動で衰えを防ぐ体のつくりかた」を
テーマに、有限会社ビーアウェイク代表取締役社長の久野秀隆先生を
講師にお迎えし、南区保健活動推進員会全体研修会を開催しました。
研修会では、久野先生の面白くて分かりやすい講話が大変好評で、フ
レイル予防には人とのつながりが重要であることがよく分かりまし
た。また、中村会長より保健活動推進員の活動紹介があり、自分達の
活動を振り返る良い機会となりました。
　下記に、研修会の中で教えていただいた座ったままできるストレッ
チの一部をご紹介しますので、ぜひ皆様も取り組んでみてください。

ごあいさつごあいさつ

　「第3期健康横浜２１」
がスタートしておりま
す。いくつになっても健
康で自立した生活を送
り、活動的に過ごすた
めには、健康寿命を延
ばすことが大切です。

保健活動推進員は地域とのつながりを深め、自分自身の
健康と、みなさまの健康づくりの推進役として様々な活
動に取り組んでまいりますので、ご支援宜しくお願い申
し上げます。

　南区保健活動推進員会の皆様には、日
頃から地域の健康づくりの推進役としてご
活躍くださり、心より感謝申し上げます。令
和６年３月に策定した「第３期健康横浜21」
の計画の中で、健康づくりに取り組むにあ

たり、行政と関係団体の皆様と連携・協力することが大切
とされています。保健活動推進員の皆様の日々の活動
が、横浜市の健康づくりを支える大きな役割を果たして
いることを大変心強く思います。引き続き、ご自身の健康
を大切にしながら、地域の健康づくりの推進役としてより
一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

南福祉保健センター長　飯野　真理南区保健活動推進員会　会長　中村 雅一 （写真中央）

三役（左より副会長、会長、会計）三役（左より副会長、会長、会計）

活動の詳細は
こちら

　座ったままできるストレッチのご紹介！健康コラム

股関節パタパタ肩甲骨よせ

手のひらを天井に向け肘を曲げて、
後ろに引き肩甲骨を寄せます。

片足を前に出し、車のワイパーのように
外側・内側と動かします。ゆっくり、のんびり行います

姿勢を整える
歩幅を広げる
転倒予防

足を動かしやすくする
歩幅を広げる
転倒予防

外出前に10回
2セット

外出前に10回
2セット

回 数 目 安回 数 目 安

目 的 目 的

書類
番号 19



運動不足解消のために
　ウォーキングを推進しています！

活動
ポイント❶
活動

ポイント❶

活動
ポイント❷
活動

ポイント❷

生活習慣病の予防や早期発見・早期治療のために
　特定健診・がん検診の普及啓発に力を入れています！

南区区連会承認第 49 号

横浜市では18歳以上の横浜市在住、在勤・在学の方を対象に
ウォーキングをするとポイントが付与されるお得な事業を実施
しています。
ポイントに応じて抽選で商品券等が当たります。

スーパーで健康チェック

快晴のなか健康ウォーキング

　がんや生活習慣病は、自覚症状がなく進行することもあり、自

分は健康と思っていても定期的に受診することが大切です。自

分の健康状態をまず知り、小さな変化に気付きやすくすること

が大切だと感じています。

　がんについて、健康測定会では、実際に体験して学べるよう

乳がんモデルと肺がん模型を用いて啓発しています。その他、

各地区のイベントでは、予防や早期発見の大切さについて声掛け

をしたり、受診体験レポートを作成して回覧板や掲示板で受診

の流れを分かりやすく呼びかけるよう工夫したりしています。

　１人では外出や運動がおっくうになりがちです。運動・外出
の機会や人とのつながりの減少は、生活習慣病の発症やフレ
イル・要介護状態になる要因の１つと言われていますので、
運動・外出のきっかけづくりとなるように企画しています。
　景観を楽しめるコースを選んだり、安全に実施できるよう
に下見をしたり、みんなで話し合いながら準備をしています。
各地域の掲示板等でお知らせをしているので、一緒に参加し
て、楽しく健康づくりをしませんか。

活動報告活動報告

歩数計アプリ歩数計アプリ

▲詳細はこちら

がんは、日本人の最も多い死亡原因であり生涯のうち
２人に１人がかかると言われています。
がんの治癒には早期発見・早期治療がなによりも大切
ですが、早期のがんの大半は無症状のため「自分は大
丈夫」と思いがちです。
自覚症状のない時にこそ検診を受けましょう。

がん検診を受けられる
医療機関が探しやすくなりました！

▲横浜市
がん検診サイト

木下さん木下さん

寿東部地区寿東部地区 大岡地区大岡地区

蒔田地区蒔田地区 本大岡地区本大岡地区

宮本さん宮本さん 松本さん松本さん 海保さん海保さん

平井さん平井さん 安田さん安田さん 植原さん植原さん 吉田さん吉田さん

みんなで交流しながら歩くと
楽しくてあっという間にゴールします

まずは一度健（検）診を受けて
自分の状態を知ってみませんか

イベントで乳がんモデル触診体験



か い ご 予 防 サ ポ ー タ ー養成講座

あ な た の 元 気 が み ん な の 元 気 に！

各回とも 13:30～16:00

申込み・問合せ 南区役所高齢・障害支援課 電話 341-1140

南区役所 ７階会議室（浦舟町２－３３）

南区内にお住まいの方（原則全ての回に出席できる方）

内 容 介護予防の知識、ボランティア活動の実践など

場 所

対 象

日 時

連続
講座

５/23、5/30、６/６、６/13、６/27 いずれも金曜日 全５回

先着

20名 受付期間

４/11
～ ５/20

フレイルとは「健康」と「要介護状態」の中間の状態です。
早く気づいて予防することで状態の維持・改善が期待できます。

かいご予防サポーターとは、介護予防について学び、その必要性を周りの人たちに伝える南区独自のボランティアです。

詳細はこちら！ お申込みはこちら！

書類
番号 20



 
 
 
 
 
 
 
「令和７年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営し

ています。令和７年度もこれまでと同様に、継続して実施します。是非ご活用ください。 
 

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 令和７年度横浜市市民活動保険補償内容（令和６年度補償内容から変更はありません） 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償  

１名  １億円 死 亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 
後遺 

障害 

後遺障害の程度に応じた金額 

（１名 上限 500万円） 

財物賠償  １事故 500万円 入 院 １日 3,500円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500万円 通 院 １日 2,500円（90日限度） 

免責金額 

（自己負担額） 
5,000円 手 術 

入院の手術 35,000円 

外来の手術 17,500円 

 

４ 添付資料 

  リーフレット「令和７年度横浜市市民活動保険のご案内」
 
５ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、 

地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

        

※ 令和７年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが 

実施の条件となります。 
 
 市民局地域活動推進課 

担当 大内、荒木 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

書類

番号 21 

区 連 会 ３ 月 定 例 会 資 料 
令 和 ７ 年 ３ 月 １ ８ 日 
南 区 総 務 課 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象  

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 
 

対象となる活動の例は次ページ 
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4

3

43

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和６年４月～令和６年 12 月】 

負傷内容は？ 

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和７年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 

 
 

27

23

7

4

8

骨折

創傷

打撲

虫刺され

その他

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R７年３月作成  



  
 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

 

 

 

対象となるボランティア活動の例  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

入院保険金が支払われる場合で、事故の日から 180 日以内

に傷害の治療のために手術を受けた場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 

 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集チラシ・パンフレット 

等 
２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ・パンフレット 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（
各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                      

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh- c h i i k i k a t s u d o @ c i t y . y o k o h a m a . l g . j p  







                                                           



                                                           



















南 政 第 1292号 

令和７年３月 18日 

自治会町内会長 様 

横浜市南区長 髙澤 和義 

横浜市政策経営局長 松浦 淳 

横浜市議会局長   豊 基信 

広報紙の配布について（依頼） 

日ごろから市政・区政に対して多大な御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

横浜市では、市政に関する情報や市会定例会などの情報を各世帯にお届けする広報媒

体として、「広報よこはま」と「ヨコハマ議会だより」を発行しています。 

市民の皆様の暮らしに関わる重要な情報等を掲載するこれらの広報紙を、広く市民の

皆様にお届けするため、これまで、自治会町内会の皆様の多大なる御協力をいただきな

がら、配布を行ってまいりました。皆様の御協力により、市内の多くの世帯へ高い配布

率で配布ができております。改めて、お礼を申し上げます。 

つきましては、令和７年度におかれましても、各世帯への配布に御協力くださいます

ようお願い申し上げます。 

１ 広報紙の配布について 

(1) 広報紙概要  ※謝金額は令和７年度予算議決後に確定します。

広報紙名 発行月 謝金額（１部あたり） 

「広報よこはま」 毎月 ９円 

「県のたより」 毎月 ８円 

「ヨコハマ議会だより」 
令和７年５月、８月、12月
令和８年２月 ４円 

(2) 配布先

貴団体に加入している世帯

※未加入の世帯にもお配りくださいますよう特段の御配慮をお願い申し上げます。

(3) 配布時期

毎月１日～10日までの間に各世帯へ配布してください。

(4) 本市から貴団体へお届けする期日と部数

毎月末日の前日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へ、あらかじめお

申し出いただいている部数をお届けします。 

（令和８年１月号は、令和７年 12月 29日までにお届けします。） 

裏面あり 

書類

番号 23



   

(5) 配布謝金の支払い 

実際にお配りいただいた部数に基づいて、各団体宛に年度内に２回（令和７年 10

月と令和８年３月）お支払いします。 

 

２ 配布担当者や部数などの変更連絡先について 

    南区区政推進課広報相談係 ℡341-1112 FAX341-1241 

※年度途中での変更については、毎月 10 日までに御連絡いただければ、翌月分の

配布に間に合います。（当該事項は新たに配布担当者になられた方へ引き継いでく

ださいますようお願いします。） 

 

３ その他 

(1) 自治会町内会活動として広報紙を配布している時に、万一事故で負傷した場合

は、横浜市が実施する市民活動保険の対象となる場合があります。広報紙配布中に

事故等に遭われたときは、区役所総務課庶務係に御相談ください。 

※報酬を配布担当の御本人が受け取る場合は、市民活動保険の対象にはなりません。 

(2) 各区社会福祉協議会などの公共的団体から、市民の皆様に広くお配りしたい会

報などについて、広報よこはまと同様に配布の依頼がある場合がございます。その

場合は、特段の御配慮をお願い申し上げます。 

(3) 配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合には、民間事業者に

よるポスティングへの切替えに関する御相談も承っていますので、お住まいの区の

区役所広報相談係まで御連絡ください。 

(4) 令和７年度も、紙面にて自治会町内会の活動を紹介することを予定しています。

自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世帯へ

の配布に特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。また、各自治会町

内会の区域内にあります、グループホームなどの施設から広報紙の配布の依頼が

ありましたら、配布について御配慮くださいますようお願いいたします。 

(5) 広報紙を各世帯にお配りの際は、郵便受けの差入口からはみ出さないよう、可能

な限りの御配慮をお願いいたします。  

 

担当：南区区政推進課 広報相談係     

℡341-1112 FAX341-1241        

政策経営局広報課 広報紙担当   

℡671-2332 FAX661-2351        

     議会局秘書広報課 広報等担当  

℡671-3040 FAX681-7388        



新たなパスポート（2025年旅券）の発給と申請手続等の変更点について【情報提供】 

 

１ 趣旨・概要 

   令和７年３月 24 日申請分以降、偽造・変造対策を大幅に強化した新たなパスポート

（2025 年旅券）の発給が始まるとともに、申請手続等が変更されます。申請から交付ま

での日数や申請手数料が変わるほか、これまでの切替申請に加え、新規申請においても

オンライン申請をご利用いただけるようになります。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ パスポート申請手続等の変更点（令和７年３月 24 日申請分以降） 

(1) 「2025年旅券」の導入 

ア 偽造・変造対策を大幅に強化した「2025 年旅券」の発給が開始されます。顔写真ペ

ージがプラスチック基材となり、レーザーで印字・印画されます。 

 

イ 現行、各都道府県旅券事務所で旅券を作成していますが、「2025年旅券」は国立印刷

局で集中的に作成された後、各都道府県旅券事務所に配送されます。そのため、パスポ

ート申請から交付までにかかる日数が以下のとおり変更されます。 

※パスポートの有効期限を確認し、十分余裕をもって申請をお願いします。 

 

(2) オンライン申請の利便性が向上 

ア 切替申請のみ可能であったオンライン申請が新規申請にも拡充され、ほとんど全て

の申請でマイナポータルを通じたオンライン申請※が可能になります。オンライン申

請をしていただくと、来庁は受取時の一回のみで済みます。（これまでどおり紙の申請

書による窓口での申請もできます。） 

※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。 

 

窓 口 現 行 
変更後 

（3/24申請分から） 

横浜市パスポートセンター 

（中区・産業貿易センタービル２階） 
６日間 9 日間 

センター南パスポートセンター 

（都筑区・センター南駅構内１階） 
８日間 11日間 

書類

番号 24 
区連会３月定例会資 料 
令 和 ７ 年 ３ 月 1 8 日 
市民局パスポートセンター

 



  イ オンライン申請では戸籍の情報がシステムにより連携されるため、戸籍謄本の提出

が不要になります。 

 

  ウ 申請手数料が変更され、オンライン申請の場合は窓口申請に比べて 400 円安くなり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市パスポートセンターWEBページ 

２次元コード→ 

申請方法 現 行 
変更後 

（3/24 申請分から） 

10年有効 

パスポ―ト 

窓口 
16,000円 

16,300 円 

オンライン 15,900 円 

５年有効 

パスポート 

窓口 
11,000円 

11,300 円 

オンライン 10,900 円 

市民局パスポートセンター 
担当 田嶋、入江 
電話 045-671-9580 /FAX 045-671-9590 
メール sh-passport-sb@city.yokohama.lg.jp 



１「2025年旅券」の導入【安全に！】

（1） 2025年3月24日申請分から、偽造・変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発給が開始
されます。
▶現行、申請者から申請を受理した都道府県旅券事務所で旅券を作成していますが、2025年
旅券は国立印刷局で集中的に作成し、都道府県に配送のうえ、申請者に交付します。

▶顔写真ページがプラスチック基材となり、レーザーで印字・印画されます。

問合せ先 横浜市市民局パスポートセンター
TEL：045-671-9580 FAX：045-671-9590

（平日9：00～16：45）

（1）ほとんど全ての申請でマイナポータルを通じたオンライン申請※が可能になります。
▶オンライン申請なら、来庁は受取時の１回のみに！

（2）国立印刷局から配送するため、申請から交付までの日数が以下のとおり変更になります。
▶パスポートの有効期限を確認し、十分余裕をもって申請をお願いします。

（3）手数料が以下のとおり変更されます。オンライン申請だと窓口申請に比べ４００円お得になります！
申請方法 現 行 変更後（3/24申請分から）

10年有効パスポート
窓口

16,000円
16,300円

オンライン 15,900円

５年有効パスポート
窓口

11,000円
11,300円

オンライン 10,900円

窓 口 現 行 変更後（3/24申請分から）
横浜市パスポートセンター

（中区・産業貿易センタービル２階） ６日間 ９日間

センター南パスポートセンター
（都筑区・センター南駅構内１階） ８日間 11日間

（2）オンライン申請では戸籍の情報がシステムにより連携されるため、戸籍謄本の提出が不要になります。

横浜市パスポ―トセンターWEBページ
2次元コード

※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。

２オンライン申請の利便性が大幅に向上【便利に！】

™





GREEN×EXPO 2027の機運醸成について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

 GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）は、令和７年３月19日に開催２年前を迎

えます。これを契機に、開催２年前限定の新たなデザイン等により、横浜の街を彩り、「GREEN

×EXPO 2027」の更なる機運の醸成を図ります。 

引き続き、GREEN×EXPOの開催に向け、自治会町内会はじめ、市民の皆様と共に盛り上げ

ていきたいと考えています。ぜひ、ご期待ください。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 事業の概要 

「GREEN×EXPO」で車体をラッピングした電車を初運行！ 

・車体広告（ラッピングトレイン） 【運行期間】３月上旬～５月末（予定） 

・車内広告（アドトレイン） 【運行期間】２月下旬～３月末（予定） 

都心部や地元瀬谷区・旭区を GREEN×EXPO で彩り、祝祭感を演出！ 

・カウントダウンボードの設置 【設置期間】３月19日～GREEN×EXPO終了まで（予定） 

・会場周囲の仮囲いの装飾 【実施期間】３月19日～当面 

横浜都心部や会場周辺駅の装飾  

・壁面広告：横浜駅、新横浜駅、

元町・中華街駅、瀬谷駅 等 

【実施期間】３月初旬から順次実施予定・柱巻き広告：馬車道駅、新横浜駅 

・階段広告：新横浜駅、馬車道駅

＊詳細は、別添「令和７年３月４日 記者発表資料」をご覧ください。 

脱 炭 素 ・ G R E E N × E X P O 推 進 局 
G R E E N × E X P O 推 進 課  広 報 担 当 
電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp

区連会３月定例会説明資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 8 日 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 

G R E E N × E X P O  推 進 課

番号 
書類
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令和７年３月19日に、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の開催２年前を迎えます。そ

れを契機に、開催２年前限定の新たなデザイン等により、横浜の街を彩り、「GREEN×EXPO 2027」のさ

らなる機運の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横浜市営地下鉄において初のラッピングトレインを運行！その他にも、横浜市内に乗り入れる鉄道 

各社の車内を「GREEN×EXPO 2027」のデザインで彩り、「GREEN×EXPO 2027」の認知度を高めます。 

 

（1）  車体広告（ラッピングトレイン） 

・横浜市営地下鉄（ブルーライン、グリーンライン：各１編成） 

 【運行期間】３月上旬～５月末（予定） 

 

（2） 車内広告（アドトレイン） 

   ・相鉄線（全編成）、横浜市営地下鉄(ブルーライン、グリーンライン：各１編成)、JR京浜東北・根岸線（１編成） 

       東急線（５編成）、京急線（１編成）、シーサイドライン（２編成）  

   【運行期間】２月下旬～３月末（予定）（各線により時期が異なります） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局
G R E E N × E X P O 推 進 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「GREEN×EXPO 2027」 開催まであと２年！ 

横浜の街なかを彩り、開催への期待感を高めていきます 

〈開催２年前限定デザイン〉 

１ 「GREEN×EXPO」で車体をラッピングした電車を初運行！  

〈車内広告イメージ〉 〈横浜市営地下鉄車体広告イメージ〉 
裏面あり 



 

 
 

   

 GREEN×EXPOの地元瀬谷区や旭区、新幹線の発着駅である新横浜駅にGREEN×EXPO仕様のカウントダ 

ウンボード等を設置します。また、開催２年前限定の新たなデザインにより街なかを彩り、開催２年前 

の祝祭感を演出します。 

 

（1） カウントダウンボードの設置 

・瀬谷駅北口広場、三ツ境駅ペデストリアンデッキ、 

 新横浜駅交通広場 

【設置期間】３月19日～GREEN×EXPO終了まで（予定） 

 

 

 

 

 

（2） 会場周囲の仮囲いの装飾 

・GREEN×EXPO 2027の会場となる旧上瀬谷通信施設の工事現場の 

 仮囲いを、市内の中学生がGREEN×EXPOをイメージして描いた 

 絵画やGREEN×EXPOデザインで装飾 

 【実施期間】３月19日～当面 

 

 

 

 

 

 

（3） 横浜都心部や会場周辺駅の装飾 

・壁面広告：横浜駅、新横浜駅、元町・中華街駅、瀬谷駅 等 

・柱巻き広告：馬車道駅、新横浜駅 

・階段広告：新横浜駅、馬車道駅 

【実施期間】３月初旬から順次実施予定 

 

 

 

 

 

 

２０２７年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の概要 
 
開催場所 ：神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設） 

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日) 

テーマ   ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～  

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha) 

クラス  ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)  

参加者数  ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上） 

お問合せ先 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課担当課長  古市 悟志 TEL:045-671-4866 

２ 都心部や地元瀬谷区・旭区を GREEN×EXPO で彩り、祝祭感を演出！  

〈カウントダウンボード 設置イメージ〉 

公式マスコットキャラクター 

「トゥンクトゥンク」 

〈仮囲い 装飾イメージ〉 

〈馬車道駅 階段広告イメージ〉 

🄫Expo 2027 


	【書類番号
	回覧依頼文
	みなみ青指だより69号
	69_1p-8p_250303_ol
	69_2p-3p_250226_ol
	69_4p-5p_250303_ol
	69_6p-7p_250303_ol


	【書類番号
	回覧依頼文
	南区・御殿場ふれあいキャンプ2025　募集チラシ

	【書類番号
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	【書類番号
	スライド番号 1

	【書類番号
	010_区連会3月定例会説明資料
	020_参考　※別途リーフレット送付※令和７年度横浜市市民活動保険のご案内

	【書類番号
	②市連会カラー資料（
	スライド番号 1


	【書類番号
	2025.03月_市連会資料
	2025.03月_市連会資料（別添：20250304_記者発表資料）




